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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天板を有した上部構造体と、
　床面上に設置され、前記上部構造体を昇降可能に支持する下部構造体と、
　前記下部構造体に固定された下部幕板と、
　前記上部構造体において前記天板の下方に設けられ、前記下部幕板の板厚方向一方の側
に、前記下部幕板に対して間隔を空けて配置された上部幕板と、を備え、
　前記天板と前記床面との間に配設される線状体が、前記上部幕板と前記下部幕板との間
に収容されることを特徴とする天板昇降式什器。
【請求項２】
　前記上部幕板と前記下部幕板との間に、一端が前記上部構造体に連結され、他端が前記
下部構造体に連結され、前記一端と前記他端との間の中間部が変形可能で、前記線状体を
保持する保持部材、
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の天板昇降式什器。
【請求項３】
　前記上部幕板は、前記天板の外周端部よりも前記天板の内周側にオフセットした位置に
設けられていることを特徴とする請求項１または２に記載の天板昇降式什器。
【請求項４】
　前記上部幕板は、前記天板から下方に垂下して設けられていることを特徴とする請求項
１から３のいずれか一項に記載の天板昇降式什器。
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【請求項５】
　前記下部構造体は、前記天板を昇降可能に支持する一対の脚体を有し、
　前記下部幕板は、一対の前記脚体の間を塞ぐように設けられていることを特徴とする請
求項１から４のいずれか一項に記載の天板昇降式什器。
【請求項６】
　前記上部構造体が上昇端位置に位置した状態で、前記上部幕板の下端部が前記下部幕板
の上端部よりも下方に位置していることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記
載の天板昇降式什器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デスク、テーブル、作業台、実験台等の天板昇降式什器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィスや公共施設等においては、各種作業を行うことのできる天板を備えたデスク、
テーブル、作業台、実験台等の天板付什器が用いられている。
　天板付什器においては、使用者の姿勢、体格、性別、好み等によって、作業のしやすい
天板の高さは個々に異なる。このため、天板の高さを上下に変更可能とした天板昇降式什
器が使用されている。天板昇降式什器においては、使用者の要望に応じた天板高さの作業
エリアを提供することができ、作業効率を向上させることができるとともに、使用者の体
への負荷を軽減することができる。
【０００３】
　この種の天板昇降式什器の天板の昇降機構としては、ガススプリングやギアを用いるも
の、電動式駆動ユニットを用いるもの等が知られている（例えば、特許文献１～５参照）
。
【０００４】
　ところで、天板の高さが調整可能である天板昇降式什器においては、天板上で使用され
る各種の機器に接続される各種配線や、流体を送るチューブ等は、使用者が位置する天板
の前側とは反対側の、天板の後ろ側を通して下方へと導かれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３３７１９５９号公報
【特許文献２】特許第３３９１２８５号公報
【特許文献３】登録実用新案第３１６４７３９号公報
【特許文献４】特開２０１４－１１３５０５号公報
【特許文献５】特許第５７１８５０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような天板昇降式什器は、使用者が主に位置する天板の前側だけでなく、天板の後
ろ側に使用者自身や他の使用者が天板に向かって位置することがある。
　例えば、天板昇降式什器がデスクやテーブルであり、使用者に対し、他の使用者等が天
板を挟んで対面し、打ち合わせ等を行う場合である。
　また、例えば、天板昇降式什器が作業台や実験台であり、使用者が、天板の後ろ側に回
って作業を行う場合である。
【０００７】
　これらの場合、天板から天板の後ろ側を通って下方に導かれる配線やチューブ等が露呈
しているため、天板の後ろ側で椅子に着座した使用者の下肢に干渉してしまうことがある
。
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　また、天板の後ろ側に配線やチューブ等が露呈すると、外観が損なわれる。
　そこでなされた本発明の目的は、天板から下方に導かれる配線やチューブ等の線状体が
露呈するのを防ぎ、線状体が使用者の下肢に干渉するのを抑えることのできる天板昇降式
什器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
　この発明に係る天板昇降式什器は、天板を有した上部構造体と、床面上に設置され、前
記上部構造体を昇降可能に支持する下部構造体と、前記下部構造体に固定された下部幕板
と、前記上部構造体において前記天板の下方に設けられ、前記下部幕板の板厚方向一方の
側に、前記下部幕板に対して間隔を空けて配置された上部幕板と、を備え、前記天板と前
記床面との間に配設される線状体が、前記上部幕板と前記下部幕板との間に収容されるこ
とを特徴とする。
【０００９】
　このような構成によれば、天板上で使用される機器等に接続される配線やチューブ等の
線状体の長さ方向の一部を、上部幕板と下部幕板との間に収容することができる。これに
より、上部幕板側から見たときに線状体が露呈しない。したがって、外観を向上させると
ともに、線状体に使用者の下肢等が干渉するのを抑えることができる。
【００１０】
　また、この発明に係る天板昇降式什器において、前記上部幕板と前記下部幕板との間に
、一端が前記上部構造体に連結され、他端が前記下部構造体に連結され、前記一端と前記
他端との間の中間部が変形可能で、前記線状体を保持する保持部材、をさらに備えるよう
にしてもよい。
　このように構成することで、線状体を保持した保持部材は、下部構造体に対して上部構
造体が昇降したときに中間部が変形することで上部構造体の動きに追従する。
【００１１】
　また、この発明に係る天板昇降式什器において、前記上部幕板は、前記天板の外周端部
よりも前記天板の内周側にオフセットした位置に設けられているようにしてもよい。
　このように構成することで、天板の外周部において、上部幕板に対向する側に着座する
使用者の下肢が、上部幕板に干渉するのを抑えることができる。
【００１２】
　また、この発明に係る天板昇降式什器において、前記上部幕板は、前記天板から下方に
垂下して設けられているようにしてもよい。
　このように構成することで、天板の下方で、上部幕板によって使用者の下肢等を隠すこ
とができる。また、上部幕板を天板に設けることで、上部構造とともに昇降する上部幕板
が、下部構造体と干渉するのを回避することができる。
【００１３】
　また、この発明に係る天板昇降式什器において、前記下部構造体は、前記天板を昇降可
能に支持する一対の脚体を有し、前記下部幕板は、一対の前記脚体の間を塞ぐように設け
られているようにしてもよい。
　このように構成することで、脚体の間から使用者の下肢等が見えるのを防ぐことができ
る。また、下部幕板を一対の脚部材に固定することによって、使用者の下肢やワゴン等が
下部幕板に突き当たったときに、下部幕板を確実に固定しておくことができる。
【００１４】
　また、この発明に係る天板昇降式什器において、前記上部構造体が上昇端位置に位置し
た状態で、前記上部幕板の下端部が前記下部幕板の上端部よりも下方に位置しているよう
にしてもよい。
　このように構成することで、上部構造体が上昇端位置に位置した場合においても、上部
幕板と下部幕板とが重合して配設されているので、上部幕板及び下部幕板の板厚方向一方
の側に位置する使用者の下肢が、他方の側に対して確実に露呈しない構成とすることがで
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きる。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明に係る天板昇降式什器によれば、天板から下方に導かれる配線やチューブ等の
線状体が露呈するのを防ぐことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明の一実施形態に係る天板昇降式什器を斜め前方から見た斜視図である。
【図２】上記天板昇降式什器の側面図である。
【図３】上記天板昇降式什器の平面図である。
【図４】上記天板昇降式什器の上部構造体を上昇端位置まで上昇させた状態を示す側面図
である。
【図５】上記天板昇降式什器の一部を後方から見た図である。
【図６】上記天板昇降式什器におけるケーブル保護チェーンの取付部を示す側面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明による天板昇降式什器を実施するための形態を説明
する。しかし、本発明はこの実施形態のみに限定されるものではない。
　図１は、この発明の一実施形態に係る天板昇降式什器を斜め前方から見た斜視図である
。図２は、上記天板昇降式什器の側面図である。図３は、上記天板昇降式什器の平面図で
ある。図４、上記天板昇降式什器の上部構造体を上昇端位置まで上昇させた状態を示す側
面図である。図５は、上記天板昇降式什器の一部を後方から見た図である。図６は、上記
天板昇降式什器におけるケーブル保護チェーンの取付部を示す側面図である。
　図１～図３に示すように、天板昇降式什器１は、天板２１を備える上部構造体２０と、
床面Ｆ上に設置されて上部構造体２０を支持する下部構造体１０と、を備える。
【００１８】
　下部構造体１０は、一対の脚部材１１，１１と、これら一対の脚部材１１，１１間を連
結する連結部材１５（図３参照）と、を備える。
【００１９】
　脚部材１１，１１は、天板２１の長辺方向（以下、この方向を幅方向と適宜称する。）
に間隔をあけて配置されている。
　各脚部材１１は、下部支持体１２と、上部支持体１３と、昇降ユニット１４と、を備え
ている。
【００２０】
　下部支持体１２は、床面Ｆ上に配置され、天板２１の短辺方向（以下、この方向を前後
方向と適宜称する。）に延びる。下部支持体１２の下面１２ｕには、下部支持体１２の高
さ及びレベルの調整を行うアジャスター１２ａが設けられている。
【００２１】
　上部支持体１３は、天板２１の幅方向両側に設けられ、それぞれ前後方向に延びるよう
、天板２１の下面２１ｕにボルト等で固定されている。
【００２２】
　昇降ユニット１４は、上下方向に延び、下部支持体１２と上部支持体１３とを連結する
よう設けられている。昇降ユニット１４は、平断面寸法が互いに異なる複数の筒状体１４
ａ，１４ｂ，１４ｃを備えている。昇降ユニット１４は、最も平断面寸法が大きな筒状体
１４ａの内側に筒状体１４ｂが挿入され、筒状体１４ｂの内側に筒状体１４ｃが挿入され
ている。図示しない駆動機構によって、筒状体１４ａに対し、その内側に挿入された筒状
体１４ｂ，１４ｃが上下方向に出没する。このようにして、昇降ユニット１４は上下方向
に伸縮し、上部支持体１３を下部支持体１２に対して上下方向に昇降可能に支持する。
【００２３】
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　連結部材１５は、天板２１の下面２１ｕに沿って幅方向に延び、一対の脚部材１１，１
１の上部支持体１３，１３を連結するように設けられている。
【００２４】
　上部構造体２０は、平面視長方形の板状で、上面に作業面２１ｔを有した天板２１を備
えている。天板２１は、脚部材１１，１１の上部支持体１３，１３、および連結部材１５
の上面に支持されて設けられている。
【００２５】
　図１、図２に示すように、天板２１の前端部２１ｆの下面２１ｕには、昇降ユニット１
４，１４の昇降動作を操作する操作部２２が設けられている。操作部２２は、操作部２２
の操作入力に応じて昇降ユニット１４，１４の動作を制御する制御ユニット（図示無し）
に、配線ケーブルを介して接続されている。制御ユニット（図示無し）は、例えば、天板
２１の下面２１ｕや連結部材１５に固定されている。
　使用者が操作部２２に対して所定の操作を入力すると、操作部２２から配線ケーブル（
図示無し）を介し、制御ユニット（図示無し）に操作信号が送信される。制御ユニット（
図示無し）は、操作部２２から操作信号を受信すると、受信した信号に基づいて昇降ユニ
ット１４，１４に昇降動作を実行させる指令信号を出力する。昇降ユニット１４，１４は
、指令信号を受け取ると、その指令信号に応じて伸縮駆動され、これによって天板２１の
高さの調整がなされる。
【００２６】
　図２、図３に示すように、上部構造体２０には、天板２１の後端部２１ｒ側の下側に、
上部幕板４１が設けられている。上部幕板４１は、上端部４１ｕがＬ字状のブラケット４
２を介して天板２１の下面２１ｕに固定されている。上部幕板４１は、上端部４１ｕから
下端部４１ｂに向かって鉛直下方に垂下している。
　図２に示すように、上部幕板４１は、天板２１の後端２１ｓに対し、前方に所定寸法Ａ
だけオフセットした位置に設けられている。
【００２７】
　図２、図３に示すように、下部構造体１０には、一対の脚部材１１，１１の後ろ側で、
一対の脚部材１１，１１の間を塞ぐように、下部幕板４３が設けられている。下部幕板４
３は、各脚部材１１に、脚部材１１に沿って設けられたスペーサ４４を介して固定されて
いる。
　下部幕板４３は、下端部４３ｂが下部支持体１２の所定寸法上方に位置し、上端部４３
ｕに向かって脚部材１１に沿って鉛直上方に延びている。下部幕板４３は、上部幕板４１
に対して下部幕板４３の板厚方向前方に配置され、上部幕板４１と下部幕板４３との間に
前後方向に隙間Ｓを空けて設けられている。
【００２８】
　上部構造体２０の天板２１を下部構造体１０に対して昇降させたときに、前後方向から
見て、上部幕板４１と下部幕板４３とが常に少なくとも一部が重なり合うようにするのが
好ましい。
　すなわち、図２に示すように、天板２１を下降端位置Ｐ１まで下降させたときに、上部
幕板４１の下端部４１ｂが、床面Ｆや下部支持体１２に接触しないよう、床面Ｆおよび下
部支持体１２よりも上方に位置するように設けるのが好ましい。また、天板２１を下降端
位置Ｐ１まで下降させたときに、下部幕板４３の上端部４３ｕが天板２１の下面２１ｕに
接触しないよう、下面２１ｕよりも下方に位置するように設けるのが好ましい。
　また、図４に示すように、天板２１を上昇端位置Ｐ２まで上昇させたときに、上部幕板
４１の下端部４１ｂが、下部幕板４３の上端部４３ｕよりも下方に位置するように設ける
のが好ましい。
【００２９】
　図２、図３に示すように、上部幕板４１と下部幕板４３との間の隙間Ｓには、電源用、
通信用等をはじめとする各種の配線やチューブ等が挿通されるケーブル保護チェーン４５
が設けられている。
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【００３０】
　図５に示すように、ケーブル保護チェーン４５は、その一端４５ａが天板２１の下面２
１ｕに固定されている。天板２１には、天板２１上で使用する機器等から導出される配線
やチューブ等を天板２１の下方に通す開口部２５が形成されている。ケーブル保護チェー
ン４５の一端４５ａは、この開口部２５の下方または近傍に位置し、開口部２５に挿通さ
れた配線やチューブ等が、ケーブル保護チェーン４５内に挿入される。
【００３１】
　図６に示すように、ケーブル保護チェーン４５の他端４５ｂは、下部幕板４３の上端部
４３ｕに係止金具４６を介して固定されている。係止金具４６は、スペーサ４４上にボル
ト４７によって固定された基部４６ａと、基部４６ａに連続し、下部幕板４３の前側に沿
って上方に延びる前壁部４６ｂと、前壁部４６ｂに連続し、下部幕板４３の上端部４３ｕ
上に沿って延びる上面部４６ｃと、上面部４６ｃに連続し、下部幕板４３の後側に沿って
下方に延びる後壁部４６ｄと、上面部４６ｃから後方に突出するように延びる支持部４６
ｅと、を備える。ケーブル保護チェーン４５の他端４５ｂは、係止金具４６の支持部４６
ｅに連結されている。
【００３２】
　図５に示すように、このようなケーブル保護チェーン４５は、一端４５ａと他端４５ｂ
とが、幅方向にオフセットした位置で固定されている。これにより、ケーブル保護チェー
ン４５は、上部幕板４１と下部幕板４３との間の隙間Ｓで、前後方向から見たときに、一
端４５ａと他端４５ｂとの間の中間部４５ｃがＵ字状に垂れ下がっている。
　図６に示すように、ケーブル保護チェーン４５は、断面矩形の筒状で、複数のコマ部材
４５ｋがピンＰを介して前後方向の軸回りに回動自在に連結されたチェーン状部材である
。これにより、ケーブル保護チェーン４５は、上部幕板４１と平行な面内で屈曲（湾曲）
自在に変形するようになっている。
【００３３】
　図５に示すように、ケーブル保護チェーン４５は、昇降ユニット１４を伸縮させること
で上部構造体２０の天板２１を下部構造体１０に対して昇降させたときに、後方から見る
と、中間部４５ｃの最下部が常に上部幕板４１の下端部４１ｂよりも上方に位置するよう
設けられている。これにより、ケーブル保護チェーン４５は、天板２１を昇降させても、
上部幕板４１と下部幕板４３との間の隙間Ｓで、常に上部幕板４１の前方に隠れ、上部幕
板４１の後方に露呈しない。
【００３４】
　天板２１上で用いる機器等に接続される配線やチューブ等の線状体Ｃは、天板２１の開
口部２５からケーブル保護チェーン４５内に挿入される。また、操作部２２に接続される
配線（線状体Ｃ）は、天板２１の下面２１ｕに沿って図示しない配線ダクト等を介してケ
ーブル保護チェーン４５内に挿入される。これらの配線やチューブ等の線状体Ｃは、ケー
ブル保護チェーン４５内を挿通し、他端４５ｂからケーブル保護チェーン４５外に導出さ
れる。これにより、天板２１上と床面Ｆとの間に配設される線状体Ｃの長さ方向の一部が
、上部幕板４１と下部幕板４３との間に収容される。導出された線状体Ｃは、下部幕板４
３の上端部４３ｕを乗り越え、床面Ｆへと導かれるようにしてもよい。
【００３５】
　上述したような天板昇降式什器１によれば、天板２１を有した上部構造体２０と、床面
Ｆ上に設置され、上部構造体２０を昇降可能に支持する下部構造体１０と、下部構造体１
０に固定された下部幕板４３と、上部構造体２０において天板２１の下方に設けられ、下
部幕板４３の板厚方向一方の側に、下部幕板４３に対して間隔を空けて配置された上部幕
板４１と、を備え、天板２１と床面Ｆとの間に配設される線状体Ｃが、上部幕板４１と下
部幕板４３との間に収容される。
【００３６】
　このような構成によれば、天板２１上で使用される機器等に接続される配線やチューブ
等の線状体Ｃの長さ方向の一部を、上部幕板４１と下部幕板４３との間に収容することが
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できる。これにより、上部幕板４１側から見たときに線状体Ｃが露呈しない。したがって
、外観を向上させるとともに、線状体Ｃに使用者の下肢等が干渉するのを抑えることがで
きる。
【００３７】
　また、上部幕板４１と下部幕板４３との間に、一端４５ａが上部構造体２０に連結され
、他端４５ｂが下部構造体１０に連結され、一端４５ａと他端４５ｂとの間の中間部４５
ｃが変形可能で、線状体Ｃを保持するケーブル保護チェーン４５、が設けられている。
　このように構成することで、線状体Ｃを保持したケーブル保護チェーン４５は、下部構
造体１０に対して上部構造体２０が昇降したときに、中間部４５ｃが変形することで、上
部構造体２０の動きに追従する。
【００３８】
　また、上部幕板４１は、天板２１の後端２１ｓよりも天板２１の内周側にオフセットし
た位置に設けられている。このように構成することで、天板２１の外周部において、上部
幕板４１に対向する側である後方に着座する使用者の下肢が、上部幕板４１に干渉するの
を抑えることができる。
【００３９】
　また、上部幕板４１は、天板２１から下方に垂下して設けられている。このように構成
することで、天板２１の下方で、上部幕板４１によって使用者の下肢等を隠すことができ
る。また、上部幕板４１を天板２１に設けることで、上部構造体２０とともに昇降する上
部幕板４１が、下部構造体１０と干渉するのを回避することができる。
【００４０】
　また、下部構造体１０は、天板２１を昇降可能に支持する一対の脚部材１１を有し、下
部幕板４３は、一対の脚部材１１の間を塞ぐように設けられている。このように構成する
ことで、脚部材１１の間から使用者の下肢等が見えるのを防ぐことができる。また、下部
幕板４３を一対の脚部材１１に固定することによって、使用者の下肢やワゴン等が下部幕
板４３に突き当たったときに、下部幕板４３を確実に固定しておくことができる。
【００４１】
　また、天板昇降式什器１において、上部構造体２０が上昇端位置Ｐ２に位置した状態で
、上部幕板４１の下端部４１ｂが下部幕板４３の上端部４３ｕよりも下方に位置している
。このように構成することで、上部構造体２０が上昇端位置Ｐ２に位置した場合において
も、上部幕板４１と下部幕板４３とが重合して配設されているので、上部幕板４１及び下
部幕板４３の板厚方向一方の側に位置する使用者の下肢が、他方の側に対して確実に露呈
しない構成とすることができる。
【００４２】
（その他の実施形態）
　なお、本発明の天板昇降式什器は、図面を参照して説明した上述の実施形態に限定され
るものではなく、その技術的範囲において様々な変形例が考えられる。
　例えば、上記実施形態では、線状体Ｃの長さ方向の一部を、上部幕板４１と下部幕板４
３との間に収容し、上部幕板４１側から見たときに線状体Ｃが露呈しないようにしたが、
ケーブル保護チェーン４５（線状体Ｃ）の中間部４５ｃの一部が上部幕板４１の下方に露
呈していてもよい。
　また、線状体Ｃをケーブル保護チェーン４５に通すようにしたが、ケーブル保護チェー
ン４５に限らず、可撓性を有したチューブ状、スパイラル状の保持部材によって線状体Ｃ
を保持するようにしてもよい。また、線状体Ｃをケーブル保護チェーン４５等に通さず、
そのまま上部幕板４１と下部幕板４３との間に収容してもよい。
【００４３】
　加えて、天板昇降式什器１の下部構造体１０は、天板２１が昇降可能であれば、例えば
、脚部材１１の構造、配置、設置本数等を、他のいかなる構成としても良い。
　また、天板昇降式什器１は、その用途を限るものではなく、デスク装置の他、作業台、
実験台、テーブル、カウンター等の用途のものであってもよい。
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　これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選
択したり、他の構成に適宜変更したりすることが可能である。
【符号の説明】
【００４４】
１　天板昇降式什器
１０　下部構造体
１１　脚部材（脚体）
２０　上部構造体
２１　天板
２１ｓ　後端（外周端部）
４１　上部幕板
４１ｂ　下端部
４３　下部幕板
４３ｕ　上端部
４５　ケーブル保護チェーン（保持部材）
４５ａ　一端
４５ｂ　他端
４５ｃ　中間部
Ｃ　線状体
Ｆ　床面
Ｐ１　下降端位置
Ｐ２　上昇端位置

【図１】 【図２】
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